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市政懇談会
　市が進めている計画などを説明し、市民の皆さんの意見や提言を今後の市政運営に反映させるため、
市政懇談会を開催します。
日時・場所 日　時 地　区 場　所

1月13日㈫

18時30分～

本庁地区 釜石PIT
1月14日㈬ 小佐野地区 小佐野コミュニティ会館
1月19日㈪ 鵜住居地区 鵜住居地区生活応援センター
1月20日㈫ 松原・平田地区 平田地区生活応援センター
1月21日㈬ 唐丹地区 唐丹地区生活応援センター
1月24日㈯ 10時～ 栗橋地区 栗橋地区基幹集落センター
1月26日㈪ 18時30分～ 中妻地区 中妻地区生活応援センター
1月27日㈫ 甲子地区 松倉地区コミュニティ消防センター

内　　　容　・第六次釜石市総合計画後期基本計画について
　　　　　　・釜石市立地適正化計画について
対　　　象　市民

問い合わせ　市オープンシティ・プロモーション室　☎27-8463

令和7年度

問い合わせ　市健康推進課　☎22-0179

問い合わせ　市消防課 消防団係　☎22-2525

　市民、医療従事者、行政が連携しながら、これから進むべき方向性を見出し、住み慣
れた地域で安心して暮らしていくために、地域医療の現状と展望、医療機関、医療に
関する計画や取り組みについて、一緒に理解を深めましょう。
日　　時　２月１日㈰14時～ 15時30分（予定）　開場13時30分
場　　所　釜石市民ホールTETTO ホールA
内　　容　講演①　岩手県の医療政策について
　　　　　　　　　【講師】県保健福祉部 医療政策室 医療政策担当課長 西川 龍太さん
　　　　　講演②　釜石市民が必要な医療を受け続けるために必要な事とは
　　　　　　　　　【講師】国立病院機構釜石病院　名誉院長　土肥 守 さん
　　　　　　　　　　　　　（地域医療連携推進法人釜石スクラムメディカルネット設立準備委員会 事務局長）

　 「世界とつながる三陸地域の魅力と持続的発展を考える」をテーマにシンポジウムを
開催します。
日　　時　1月31日㈯13時～16時30分　受付12時30分～
場　　所　久慈市アンバーホール 小ホール（久慈市川崎町17-1）
申込方法　・専用申込フォーム
　　　　　・件名を「シンポジウム参加申込」として申込メールを送信
申込期限　1月26日㈪※定員になり次第終了
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市営駐車場

日時  １月12日 (月・祝) ９時～11時
　9時：式典
　　�第1会場（釜石市民ホール
TETTO）�

　10時45分：分列行進
　�　�第2会場（ホテルクラウン
ヒルズ釜石前県道）

※�荒天時、災害発生時は中止となる
場合があります

令和 8 年 釜石市消防出初式

１月12日(月・祝) ９時30分～ 11時交通規制

釜石市消防出初式に伴う交通規制

問い合わせ　釜石市民ホールTETTO　☎22-2266

　今年も佐
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さんとスーパーキッズオーケストラがやってきます！フレッシュで洗練
された弦楽の響きをお楽しみください！

日　　時日　　時　2月23日（月・祝）11時　開場10時30分　2月23日（月・祝）11時　開場10時30分
場　　所場　　所　釜石市民ホールTETTO ホールＡ　釜石市民ホールTETTO ホールＡ
入 場 料入 場 料　全席指定　無料・要整理券　未就学児入場不可　全席指定　無料・要整理券　未就学児入場不可
整 理 券

2月1日㈰10時～市民ホールTETTOで整理券を配布します2月1日㈰10時～市民ホールTETTOで整理券を配布します
1人2枚まで/ 前列若番より順番に配布（座席は選べません）1人2枚まで/ 前列若番より順番に配布（座席は選べません）
予定枚数が無くなり次第配布終了予定枚数が無くなり次第配布終了

こころのビタミンプロジェクト in 釜石

みちのく潮風トレイル × 三陸ジオパークシンポジウム

〈予定曲目〉ホルスト：セント・ポール組曲より、ビゼー：カル
メン組曲より、レスピーギ：リュートのための古風な舞曲とアリ
ア第３組曲より　他

さんりく
音楽祭
2026春

問い合わせ　三陸ジオパーク推進協議会　☎64-1230　 info@sanriku-geo.com

問い合わせ　市消費生活センター　☎22-2701

訪問購入のトラブルにご注意ください
　 訪問購入とは、購入業者が消費者の家を訪問し、貴金属やブランド品などを買い取るものです。訪
問購入については、特定商取引法においてルールが定められていますが、ルールを守らない購入業者
によるトラブルが生じています。

　・突然訪問してきた訪問購入業者は家に入れないようにしましょう
　　�購入業者の飛び込み勧誘は法律で禁止されています。
　・買い取りを希望しない物品の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう
　　�「食器を買い取る」と言われ訪問を承諾したのに、訪問後「貴金属はないか」

などと別の物品を勧誘することは禁止されています。
　・購入業者から交付された書面はしっかり確認しましょう
　　�物品名や数量、購入価格などよく確認しましょう。

　突然、購入業者が訪問してきた時や、強引に物品を買い取られた時などは、
消費生活センターへ相談しましょう。
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